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地方公共団体財政健全化法地方公共団体財政健全化法地方公共団体財政健全化法地方公共団体財政健全化法    

１ 地方公共団体財政健全化法とは 

平成１９年６月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。この

法律は、従前の財政再建団体制度を見直したものであり、財政破綻を未然に防止するた

め、平成１９年度決算から財政健全化にかかる各指標（健全化判断比率等）の公表が義

務付けられました。また、平成２０年度決算からは基準を超える団体は財政健全化計画、

財政再生計画、経営健全化計画を策定し、財政再建に取り組まなければなりません。 

 

 

２ 従来の制度との相違 

 

 従来 の財政再建 法 地方公共団体財政健全化法 

再建の仕組み 

財政再建団体（レッドカー

ド）の基準のみ 

財政再生団体（レッドカード）の前に早期

健全化団体（イエローカード）の基準が設

けられました。 

対 象 

普通会計（地方公共団体の

本体）のみ 

普通会計（地方公共団体の本体）に、特別

会計、一部事務組合、地方公社、第三セク

ター等を加えて判断します。 

指 標 

現金収支（フロー）の指標

のみ 

現金収支（フロー）に加えて、過去からの

累積（ストック）に基づく基準が設けられ

ました。 

公 営 企 業 

財政再建制度に準じ、早期

是正機能がない 

経営健全化基準が設けられました。 

 

 

３ 健全化判断比率等 

⑴ 健全化判断比率 

① 実質赤字比率 

    一般会計等の実質赤字の比率 

② 連結実質赤字比率 

    全ての会計の実質赤字の比率 
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③ 実質公債費比率 

    公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率 

④ 将来負担比率 

    地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率 

 

⑵ 資金不足比率 

① 公営企業における資金不足比率 

 

 

４ 健全化基準（平成２４年度） 

 

 

(参考)地方債協議 

・許可制移行基準 

早期健全化基準 財 政 再 生 基 準 

実質赤字比率 

財政規模に応じ 

２．５～１０．０％ 

財政規模に応じ 

１１．２５～１５．０％ 

２０．００％ 

 

小 金 井 市 

（基準額） 

４．８５％ 

（※1,006,053千円） 

１２．４３％ 

（2,576,288千円） 

２０．００％ 

（4,145,274千円） 

連結実質赤字比率 ― 

財政規模に応じ 

１６．２５～２０．０％ 

３０．００％ 

 

 

小 金 井 市 

（基準額） 

― 

１７．４３％ 

（3,612,606千円） 

３０．００％ 

（6,217,911千円） 

実質公債費比率 １８．０％ ２５．０％ ３５．０％ 

将来負担比率 ― ３５０．０％  

※（標準財政規模＋1,000億円）×1/120＝1,006,053千円 
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５ 小金井市の健全化判断比率等の対象会計範囲 

 

一 般 会 計 等 一 般 会 計 

実
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一般会計等以外の特別会

計のうち公営企業に係る

特別会計以外の特別会計 

国民健康保険特別会計 
 

介護 保険特別会 計 

後期高齢者医療特別会計 

公営企業 法非適用企業 下水道事業特別会計 資金不足比率 

一部事務組合等 

一部事務組合 

東京たま広域資源循環組合 
  

湖 南 衛 生 組 合 

十一市競輪事業組合 

六市 競艇事業組 合 

市町村総合事務組合 

昭 和 病 院 組 合 

広 域 連 合 後期高齢者医療広域連合 

地方三公社 土 地 開 発 公 社 

※小金井市では、債務負担行為を設定し実質公債費比率算定においても土地開発公社と連

結しています。 

 

 

６ 早期健全化団体になると？ 

  財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。 

 

７ 財政再生団体になると？ 

財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むこととなり、計画に総務大臣

の同意を得ていなければ地方債の起債が出来なくなります。また、税金や公共料金の増

額、住民サービスの見直し等をせざるを得なくなります。 
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８ 計画の実施状況は？ 

計画の実施状況は、毎年９月３０日までに公表され、取り組みが不十分な場合は、早

期健全化段階では国または都道府県が、地方公共団体に対し必要な勧告を行うこととな

ります。財政再生段階においては国が、地方公共団体に対し予算や計画の変更などの措

置を講ずるよう勧告し、より強く財政運営に関与することになります。 

 

 

９ 議会や監査委員との関係は？ 

⑴ 各指標の数値は、監査委員の審査を受けた上で議会に報告し、公表しなければなり

ません。 

 

⑵ 財政健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する際には、議会の議決を

経て、住民に公表されます。 

   また、その実施状況を毎年議会に報告し、公表しなければなりません。 

 

⑶ 早期健全化団体・財政再生団体は、計画を策定するにあたり、財政健全化のために

改善が必要と認められる事務の執行について外部監査を受けなければなりません。 
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平成 24 年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

１ 健全化判断比率 

（単位：％） 

地方公共団体 

コード 
都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

132101 東京都 小金井市 

― 

※△6.87 

― 

※△7.26 

5.1 53.5 

※黒字の程度を負の数値で表記しました。 

標準財政規模（千円） 

早期健全化基準 12.43 17.43 25.0 350.0 

 

うち臨時財政対策債 

発行可能額 

20,726,369 633,888 財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※標準財政規模とは、その年度に収入されると推測される一般財源を全国統一のルールに

より、計算した額です。 

 

 

（１）実質赤字比率 

一般会計等の実質赤字額 

＝ 

なし 

標準財政規模 20,726,369千円 

 

 

（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字額 

＝ 

なし 

標準財政規模 20,726,369千円 
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■ 一般会計等に係る実質収支額 

（単位：千円） 

会 計 名 

歳 入 総 額 

① 

歳 出 総 額 

② 

歳入歳出差引額 

③(①－②) 

翌年度に繰り越すべき財源 

④ 

実質収支額 

⑤(③－④) 

一 般 会 計⑴ 37,912,947 36,488,139 1,424,808 129 1,424,679 

 

 

■ 公営企業に係る特別会計の資金不足額等 

（単位：千円） 

特 別 会 計 名 

歳 入 額 

① 

歳 出 額 

② 

歳入歳出差引額 

③(①－②) 

解消可能資金不足額 

④ 

資金不足・剰余額 

⑤(③－④) 

下水道事業特別会計⑵ 1,415,452 1,402,842 12,610 0 12,610 

 

 

■ 公営企業に係る特別会計以外の特別会計に係る実質収支額 

（単位：千円） 

特 別 会 計 名 

歳 入 総 額 

① 

歳 出 総 額 

② 

歳入歳出差引額 

③(①－②) 

翌年度に繰り越すべき財源 

④ 

実質収支額 

⑤(③－④) 

国民健康保険特別会計 9,853,903 9,875,677 △21,774 0 △21,774 

介護保険特別会計 6,397,668 6,314,756 82,912 0 82,912 

後期高齢者医療特別会計 2,230,754 2,224,207 6,547 0 6,547 

合   計 ⑶ 18,482,325 18,414,640 67,685 0 67,685 

 

連結合計（⑴＋⑵＋⑶） 1,504,974 
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（３）実質公債費比率 

○ 分子                            （単位：千円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

公債費充当一般財源等額 Ａ 1,898,502 1,959,744 2,021,852 

 

公債費（一般会計等） 2,751,655 2,809,812 2,890,545 

特 定 財 源 都 市 計 画 税 △853,153 △850,068 △868,693 

公営企業債（下水道）の償還に充てたと認め

られる繰入金    Ｂ    
166,254 141,613 127,152 

一部事務組合等の起こした地方債に充てた

と認められる負担金 Ｃ 

88,526 89,613 82,504 

 

東京たま広域資源循環組合負担金 82,337 82,766 75,490 

昭 和 病 院 組 合 分 担 金 6,189 6,847 7,014 

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの Ｄ 502,605 462,266 84,551 

 

社会福祉法人が施設建設のため借り

入れた借入金の償還に対する補助 

15,750 15,750 15,750 

その他これらに準ずると認められる

もの（土地開発公社に対するもの） 

486,855 446,516 68,801 

一時借入金の利子 Ｅ 0 551 0 

分子 合計 ①（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 2,655,887 2,653,787 2,316,059 

 

○ 分母                            （単位：千円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

標準財政規模 20,550,976 20,578,329 20,726,369 

 

標準税収入額等 19,027,956 19,583,110 19,964,677 

普通交付税 0 103,287 127,804 

臨時財政対策債発行可能額 1,523,020 891,932 633,888 

分母  合計 ② 20,550,976 20,578,329 20,726,369 
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○ 分子・分母から控除するもの                 （単位：千円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

災害復旧費等に係る基準財政需要額 1,259,458 1,336,758 1,391,668 

災害復旧費等に係る基準財政需要額 

（準元利償還金に係るもの） 

123,511 87,027 71,931 

事業費補正により基準財政需要額に算入さ

れた公債費 

91,724 91,878 84,386 

事業費補正により基準財政需要額に算入さ

れた公債費（準元利償還金に係るもの） 

39,456 47,137 48,162 

密度補正により基準財政需要額に算入され

た準元利償還金 

4,951 7,184 7,679 

控除  合計 ③ 1,519,100 1,569,984 1,603,826 

（単位：％） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

実質公債費比率（単年度） 

（①－③）／（②－③） 

5.97307 5.70172 3.72457 

実質公債費比率（３年平均） 5.9 5.7 5.1 

※小数点第２位以下切り捨て 

 

（４） 将来負担比率 

○ 分子                        （単位：千円） 

一般会計等の地方債現在高 Ａ 30,582,698 

債務負担行為に基づく支出予定額 Ｂ 2,048,999 

 

依頼土地の買い戻しに係るもの（土地開発公社） 2,017,499 

その他（特別養護老人ホーム施設建設費補助金） 31,500 

公営企業債（下水道）の償還に充てる繰入金見込額 Ｃ 1,311,277 

一部事務組合等の起こした地方債に充てる負担金見込額 Ｄ 403,278 

 

東京たま広域資源循環組合負担金 324,996 

昭和病院組合分担金 78,282 

退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額 Ｅ 4,047,362 

合  計 ①（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 38,393,614 
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○ 分子から控除するもの                （単位：千円） 

充当可能基金 Ａ 3,473,279 

充当可能特定歳入見込額 Ｂ 8,232,227 

 

都市計画税 8,232,227 

公営住宅使用料 0 

基準財政需要額算入見込額 Ｃ 16,446,286 

合  計 ②（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 28,151,792 

 

○ 分母                        （単位：千円） 

標準財政規模 Ａ 20,726,369 

 うち普通交付税 127,804 

 うち臨時財政対策債発行可能額 633,888 

合  計 ③（Ａ） 20,726,369 

 

○ 分母から控除するもの                （単位：千円） 

算入公債費等 Ａ 1,603,826 

合  計 ④（Ａ） 1,603,826 

 

 

 

 

※小数点第２位以下切り捨て 

 

２ 資金不足比率 

（単位：％） 

特別会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

下水道事業特別会計 

― 

※△0.9 

20.0 

※黒字の程度を負の数値で表記しました。 

 

資金不足額 

＝ 

なし 

事業の規模 1,300,469千円 

 

分子（①－②） 10,241,822千円 

＝ 将来負担比率 53.5％ 

分母（③－④） 19,122,543千円 
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健全化判断比率及び資金不足比率の推移について 

１ 健全化判断比率                          (単位：％) 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成 24年度 

－ 

(12.43) 

－ 

(17.43) 

5.1 

(25.0) 

53.5 

(350.0) 

平成 23年度 

－ 

(12.44) 

－ 

(17.44) 

5.7 

(25.0) 

57.2 

(350.0) 

平成 22年度 

－ 

(12.44) 

－ 

(17.44) 

5.9 

(25.0) 

43.3 

(350.0) 

※ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」と表示しています。 

※ 早期健全化基準を( )内に表示しています。 

 

 

２ 資金不足比率                           (単位：％) 

 特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

平成 24年度 下水道事業特別会計 － 20.0 

平成 23年度 下水道事業特別会計 － 20.0 

平成 22年度 下水道事業特別会計 － 20.0 

※ 資金不足額がない場合は、「－」と表示しています。 


